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1.税務調査、税関調査の最新動向

1.1 税務調査の最新動向

1.2 税関事後調査の最新動向
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ベトナムの税収確保の状況

1.1. 税務調査の最新動向

➢ 2021年度のベトナムの税収は1,294兆VND（予算比115.9%）達成

➢ 2022年度の予算は1,174.9兆VND（前年予算比105.2%）であり、今年の8月末時点に
おける税収額は1,002.9兆VNDで、既に予算の85.4％を達成している

1,002,874 

172,026 

2022年度の税収確保の状況（単位：Billion VND）

８月までの税収額

税収残額

85.4%

14.6%

出典：財務省・税務総局



© 2022 Deloitte Vietnam Tax Advisory Company Limited

5

ベトナムの税収確保の状況

1.1. 税務調査の最新動向

➢ 実態主義に基づいた契約・取引の調査の強化（妥当性・合理性・実在性の立証）

（コンプライアンス目的の形式要件の具備は必須だが、それだけでは不十分）

➢ 税法以外の各法令遵守違反に対しても厳しい更生が課されているケースが増えている

➢ （他の税項目では税務調査が終了している年度に対する）移転価格のみの税務調査の実施

☛過去の税務調査結果議事録を再確認し、どの税項目が終了しているのか把握が必要

➢ アグレッシブな税務調査の増加

☛億円単位の更正税額（ペナルティー含む）が徴収されるケースが急増

Covid-19に対する厳しい
ロックダウン政策が、税
務調査の実施方法に大き
なインパクトを与えた

Covid-19の状況により、
税務調査実施件数の大幅
な減少

各法人の収益の深刻な悪化
やベトナム国外からの人の
移動・投資の制限等による
法人税・個人所得税等の税
収の大幅な落ち込み

ポストコロナ後の税務調査が厳格に行われているケースが多くみられる
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税務調査への事前準備

1.1. 税務調査の最新動向

➢ 頻繁に改訂される税制ルール・実務上の解釈を適時に把握すること。

➢ 過去・現在の文書や税務処理が、現状の税務局の見解と整合性が取れているかアップデートが必要。

➢ 税務上のウィークポイント/リスク領域の適時把握。

• 赤字決算・低利益等の年度については、過去の更正事例に基づき、適時適切な対策の検討が望ましい。

• 妥当性の立証が難しい実態主義に基づいた指摘事項に対する合理的な説明・データ・分析を含むディ

フェンス文書の作成 (Best Effortベース) 。

➢ 年初に税務調査対象企業リストに入っていないかどうか確認する。

➢ 実際の税務調査の際には、トレンド・内部事情を熟知した税務調査チームとの適切な交渉・ミュニ

ケーションが出来る専門家を起用する事が、税務更生リスクを低減させる為にも今まで以上に重要。

Withコロナ以降の税務調査においては、事前に相当入念な準備が必要になる可能性がある。
税務調査リストにより調査対象になっている事を確認してからの対応着手では、十分な準備
が出来なくなる可能性も考慮に入れる必要がある。

そのために重要なのは、、、

更に、、

今後の税務調査は、
• 当局の税収確保の意識がより強くなり、これまで以上に厳格な税務調査が実施される可能性が高い

など、企業側にとってのハードルがより高まることが想定され、入念かつ計画的な事前準備が不可避
となる。
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2022年度税務調査予定リスト

1.1. 税務調査の最新動向

北部 対象会社数

Hà Nội 2590

Hưng Yên 169

Bắc Ninh 135

Hải Phòng 212

Hà Nam 85

Quảng Ninh 263

Thái Nguyên 82

Thanh Hóa 267

Bắc Giang 168
合計 3971

中部 対象会社数

Đà Nẵng 210

Quảng Ngãi 114

合計 324

南部 対象会社数

Bình Dương 556
Đồng Nai 355
Hồ Chí Minh 1674
Vũng Tàu 271

合計 2856
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参考：最近の日本での課税事例

1.1 税務調査の最新動向

日本への一時帰国時（ワクチン帰国等）に、日本に滞在しながら海外仕事を行っていたが、

日本での短期滞在者に対するPIT（20.48％）を課税された事例がある。

2022年5月28日朝日新聞デジタルより、

一時帰任者の源泉徴収漏れにより日本

側で1.4億円の徴収された事例の記事

があり

ベトナムに赴任しながらも、給与の一

部が日本親会社負担部分（ベトナムに

チャージバックなし部分）がある場合

は、課税のリスクあり

日本国税局

一時帰国

（ワクチン等で）

海外子会社

親会社

赴
任

日本（自宅等）

リモートで海外業務

PIT課税
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ベトナムの関税収入確保の状況

1.2 税関事後調査の最新動向

➢ 2020年度の税関総局の税収は370兆VND （117.46%）達成

➢ 2021年度の予算は315兆VND

➢ 2022年度の予算は352兆VND（前年予算比111.75%）であり、今年の8月末時点における関税収入

額は 294兆VND, 既に予算の83.6%を達成している。

294,367 

57,633 

2022年度関税収入額の状況（単位：Billion VND）

8月までの関税収入額

関税収入残額

83.6%

16.4%

出典： 税関総局
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原産地証明書（C/O）

• 輸出品の C/O 書類

HSコード

• 関税の優遇措置を受けている商品に関するHS

コードについて関税調査でフォーカスされている

課税価格

• 関連当事者との関係性についての申告

• 税関価格の加算・控除の追加申告

免税品の管理

• 固定資産、工具の管理

• 輸入原材料及び消耗品

• アウトソーシングの製品

• 在庫/部品表(BOM)の管理

• 内陸輸出入

製品ポリシー

• 化学物質および前駆物質

• 中古の機械または設備

• 適合性必須製品

EPEの3つの条件（次のスライド参照）

• 監視カメラ

• 外壁・フェンスの設置

• 在庫管理システム

輸出加工企業(EPE)

2022年度の特別関税調査計画

2022年において、 以下の7分野において200社

以上がハイリスク企業としてにランク付けされて

おり、特別関税調査を受けることとされている。

① 輸入関税

② 医薬品・医療材料の輸入

③ タイヤの輸入

④ スクラップの輸入

⑤ 中古機械の輸入

⑥ アメリカへ輸出する場合の原産地証明

⑦ インドへ輸出する場合の原産地証明

1.2 税関事後調査の最新動向
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EPEの３つの条件

監視カメラ

カメラが必要と思われる個所

・材料、製品等在庫の保管エリア

・出入口（材料搬入口、製品出荷）

設置不要と思われる個所

・製造エリア

・食堂・事務所

1.2 税関事後調査の最新動向
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項目 内容

非課税・免

税の対象の

材料の使用

① 国内外で複数の製造および販売活動を行っているEPEにおいて、2019年に、5

年間を対象とした税関事後調査が実施され、在庫のギャップ (プラスとマイナ

スの両方) について延滞利息およびペナルティを含めた追徴課税がなされた。

② 主な活動が輸出生産であるEPEは毎年税関ファイナリゼーションレポートを提

出する必要があるが、このファイナリゼーションレポートに対してレビューが

実施され、在庫のギャップ (プラスとマイナスの両方) について追徴課税が行

われた。

③ あるEPEは、法令 18/2021/ND-CP の発効日前において、再加工処理を実施

していることについて、税関当局に報告していなかったため、追徴課税がなさ

れた。

税務調査へ

の影響

④ あるEPE会社は、関税調査において、輸入免税材料のマイナスギャップに対す

る追徴課税が行われた。その後の税務調査において、税務当局は、税関当局に

よって発見された上記のマイナスギャップに対して、VATおよびCITを課した。

1.2 税関事後調査の最新動向

最近の税関事後調査における指摘事例
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項目 内容

関連当事者

取引

⑤ 最近、税関当局は税関事後調査における関連会社間の課税価格および取引に焦

点を当てている。近い将来、追徴課税が多く行われる可能性がある。

HSコード

分類
⑥ 製品の HS コードの分類が誤っているとして複数の企業が追徴課税が行われた。

EPE条件

⑦ あるEPEがEPEの条件を満たしていないとして税関当局は、EPE条件が満たされ

ていないことを会社に通知したが、会社への特別な行政罰の決定やガイドライ

ンを発行していない。

商品の

ラベリング

⑧ あるEPEは、商品のラベリングに関して税関当局からチャレンジを受けた。

・メインラベルの内容;

・サブラベルの必要性;

・輸出入貨物のラベリング

1.2 税関事後調査の最新動向

最近の税関事後調査における指摘事例
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2. 労働者に関する規定アップデート

2.1 外国人の社会保険の加入義務

2.2 最低賃金の改定

2.3 有給休暇の買取

2.4 残業時間規制

2.5 派遣労働者の使用
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出向者の社会保険加入の問題

2.1 外国人の社会保険の加入義務

①出向者は、そもそも社会保険に加入する必要があるか？

②法人税法上、労働契約がなくとも出向者の給与を損金算入できるか？

以前から税務調査が入った際に、税務当局側から、ベトナムの子会社と出向者との間で労

働契約がないことを理由に、出向者の給与と賞与のCITの損金算入を否認され、急いでベ

トナムの子会社と出向者との間で労働契約を取り交わし、その結果、出向者が社会保険に

加入しなければならなくなるケースが散見された。

そこで、以下についてのレギュレーションを確認

親会社 ベトナム子会社

出資
100%

出向 労働契約を
新たに締結

社会保険に加入義務
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社会保険法上の規定（出向者の加入義務）

2.1 外国人の社会保険の加入義務

① 出向者は社会保険に加入する必要があるか？

政令143/2018/ND-CP（2018年10月15日）によると、

労働許可書を有し、1年以上労働契約がある場合は社会保険の対象であるが、企業内異動の場合は、

免除されるという記載があり、企業内異動の定義については政令11/2016/ND-CP（2016年2月3

日）を参照している。

政令11/2016/ND-CP （2016年2月3日）によると、

企業内異動とは、外国の会社の管理者等が、ベトナムにビジネス上の拠点を設立してそこに出向して

いる事とされており、異動元で12か月以上雇用された事を条件としている。

よって労働許可書及び労働契約がある出向者は加入義務があるが、ベトナム子会社への出資者からの

出向者については、社会保険の加入が免除されている。

実務上は、IRC（投資登録証明書）上の投資家として記載されている会社からの出向者については社

会保険が免除されると考えられる。



© 2022 Deloitte Vietnam Tax Advisory Company Limited

17

法人税法上の規定（出向者の給与・賞与の損金算入要件）

2.1 外国人の社会保険の加入義務

② 法人税法上、労働契約がなくとも出向者の給与を損金算入できるか？

Circular 96/2015/TT-BTC（2015年6月22日）によると、

給与・賞与を損金に算入できない例として、労働契約書、労働合意書、会社ポリシーに給与等金額

が具体的に記載されていないケースという記載あり。→労働契約書がないと、損金算入不可と解さ

れる

→ 税務調査でベトナム法人と労働契約書が締結されていない事を理由に追徴課税を受けた事例あり

特定の企業に宛てたホーチミン税務局のOL13329/CT-TTHT（2019年11月11日付）によると、

出向者の給与について法人税法上の損金算入要件を満たすには、アサインメントレターの中で、出

向者と雇用者（ベトナム現地法人）との間で、ベトナム勤務時の出向者の権利と義務（給与等）を

明記することとされている。

→ある外資系企業において、アサインメントレターに給与等の詳細の内容を記載しておらず、過去に
さかのぼって数億円の給与を損金不算入とされた事例あり。

労働契約に代えて、アサインメントレターに給与・賞与等（手当等を含めた条件）を記載しておけ
ば足りると解することもできる。ただし、特定企業に宛てたOLによっているので、取扱いには注意
が必要
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グループ会社からの出向パターン別の社会保険加入の要否

2.1 外国人の社会保険の加入義務

グループ会社からの出向のパターンは大きく分けると、①親会社からの出向、②関連会社

（出資元）からの出向、③関連会社（非出資元）からの出向、④本社（非出資元）からの

出向があり、③、④の場合は、出資者からの出向にあたらないため、労働契約があれば、

社会保険への加入義務が発生する。

加入免除

親会社

ベトナム子会社

①

出資

100%
出向

関連会社

ベトナム子会社

親会社

出向 出資

100%

③

労働契約あれ
ば、加入義務

関連会社

ベトナム子会社

親会社

出向 出資

80%

②

出資

20%

加入免除

本社

ベトナム子会社

シンガポール

子会社

出資

100%
出向

④

労働契約あれ
ば、加入義務
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グループ会社からの出向パターン別の社会保険加入の要否
(支店へ出向しているケース)

2.1 外国人の社会保険の加入義務

• ベトナム国内に本店（ハノイ）、支店（ホーチミン）があり、日本親会社から支店（ホー
チミン）へ出向しているケース

⑤

親会社

出資
100%出向

ベトナム子会社

支店

（ホーチミン）

本店

（ハノイ）

加入義務

ワークパーミットの取得の際に、企業内異動として認め

られず、やむを得ず労働契約書を締結することになり、

社会保険への加入が強制されるというケースが多く見受

けられる。

→ 出資者である親会社からの出向者であれば、本来社

会保険の加入は免除されているはずである。

→ 帰任時（帰国時）に還付手続を行う事もレギュレー

ション上可能。
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社会保険・健康保険・失業保険の料率について

2.1 外国人の社会保険の加入義務

該当者

書類
社会
保険

健康
保険

失業
保険労働契約

書
アサインメント

レター
労働許
可証

出向者

内部異動（出資者(※1)
からの出向者）

〇/×
(※2)

〇 〇 不要 不要 不要

上記以外

〇
(※3)

〇
(※3)

〇 必要 必要 不要

× 〇 〇 不要 不要 不要

現地採用の外国人労働者 〇 × 〇 必要 必要 不要

※1 出資者とは実務上、IRC（投資登録証明書）において記載されている出資者であることが必要。

※2 ※1でいう出資者からの出向の場合は、労働契約書の有無にかかわらず、社会保険・健康保険の加入
義務はない。

※3 アサインメントレターに、給与等の条件についての詳細の記載があれば労働契約書は不要と考えら
れる。ただし、労働局から労働契約書の締結を求められるケースがあるので要注意。

外国人労働者の社会保険・健康保険・失業保険の納付・加入義務についての取扱いは以下の
とおり
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社会保険・健康保険等の加入義務(出向形態別)

2.1 外国人の社会保険の加入義務

外国人労働者の社会保険・健康保険・失業保険の納付・加入義務についての取扱いは以下の
とおり

保険 内容 会社負担分 個人負担分 合計 上限

社会

保険

疾病・妊娠出産 3.0% 0.0% 3.0%

公務員に適用される一

般最低賃金の20倍

労働災害、職業病 0.5%※1 0.0% 0.5%

退職年金・遺族給付金

(2022年１月以降)
14.0% 8.0% 22.0%

健康保険 3.0% 1.5% 4.5% 同上

失業保険 ※2 1.0% 1.0% 2.0%
地域別最低賃金の

20倍

※1 Covid-19に関連して、 2021年7月1日付の議決No. 68/NQ-CPにより

労働災害保険基金に拠出する事業主に対して、会社負担分の0.5%を、2021年7月1日から2022年

6月30日までの間、0％とされていた

※2 外国人労働者は加入義務なし



© 2022 Deloitte Vietnam Tax Advisory Company Limited

22

社会保険協定の状況

2.1 外国人の社会保険の加入義務

海外出向者における社会保険への二重加入の問題

→ベトナムへの出向者について、ベトナムにおける社会保険への加入が義務化された場

合、本国と ベトナム双方において社会保険に加入することになるため、社会保険料を

二重に支払うことになる。

2021年12月において、ベトナムと韓国との間で、社会保険協定が締結された

なお、日本との協定については、予備協議中となっている。(次スライド参照)

上記を避けるために、ベトナムと諸外国間において、社会保険協定を締結し、社会保

険料の2重払いを避けようとする動きがある。
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日本の社会保障協定締結国(2022年6月時点) 厚生労働省のサイトより

2.1 外国人の社会保険の加入義務
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2.2 最低賃金の改定

地域
（Decree 38/2022/ND-CPのAppendix参照）

改定前(2020年1月
より）

2022年7月1日
より

上昇率

Region1（ハノイ、ホーチミン、ハイフォン、
クワンニン省（ハロン市のみ）等）

VND 4,420,000 VND 4,680,000 5.9％

Region2（バクニン、ダナンなど） VND 3,920,000 VND 4,160,000 6.1％

Region3（ハナムなど） VND 3,430,000 VND 3,640,000 6.1％

Region4（その他） VND 3,070,000 VND 3,250,000 5.9％

現在

（Decree38/2019/ND-CP）

VND 1,490,000

❖ 最低基本賃金（公務員）

❖ 地域別最低賃金

2022年6月12日、労働契約に基づいて勤務している従業員に適用される最低賃金について規

定する政令38が承認され、2022年7月1日から引き上げとなった（2020年1月から2年半据置

されていた）
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最低賃金及び最低賃金上昇率の推移(Region 1）

2.2 最低賃金の改定
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2.2 最低賃金の改定

2022年度の地域別最低賃金”案”

ベトナム国家賃金審査会が4月12日に政府に提出した案では、今回改定された最低

賃金は、2023年12月31日まで適用されるとされていた。

その後の政令38では、2023年12月31日までの適用、という部分が削除されている。

→ 2023年に再度引上げとなる余地が残された、と解することができる。

2023年に再度改定となる可能性
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2023年12月31日まで適用
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7%加算部分

2.2 最低賃金の改定

旧規定（政令90/2019/ND-CP）において、職業訓練を受けた労働者に対しては、

地域別最低賃金から7％高い賃金を支払う必要がある旨、規定されていた。

→ 政令38/2022/ND-CP（2022年7月1日有効）では、その規定が削除されている。

→ MOLISA及び労働同盟の、2022年6月17日付OL2086/BLDTBXH-TLDLDVNにおいて、

7月1日以前に労働者との間で労働契約を締結し、7％高い賃金を支払う旨記載している

場合は、引き続きその賃金を維持（支払う）必要がある旨が、明記されている。
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2.2 最低賃金の改定

ベトナムの平均年収の推移

2010年～2019年の間に平

均年収が約2.2倍に増加
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出所：https://doredoreworld.com/2019oecdaveragesalary/

2.2 最低賃金の改定

各国の平均年収の推移
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有給休暇に関する規定（1/2）

2.3 有給休暇の買取

旧労働法114条1項（2012年）

政令05/2015/ND-CP

新労働法113条3項 (2019年)

政令145/2020/ND-CP

付与

12月以上勤務の場合は、1年毎に12日が付与される。

（危険業種は異なる取扱いあり）

12月未満の場合は、1か月事に1日付与される。

左記同様

増加 5年経過毎に1日増加する 左記同様

計算基礎
直近6ヶ月の平均賃金

基本給及び手当が対象

直近1か月の賃金

基本給及び手当が対象

繰越

繰越期間について規定ないが、最長3年分をまとめて1

度に取得可能。

※実務上は、就業規則に繰越期限を1年と明記し、精

算（買取）。

繰越については同様だが、精算（買取）について、

退職・失業時に限定された。（次スライド参照）

有給消化

雇用者は年次有給休暇消化のスケジュールを規定する

権利を有する が、被雇用者の意見を参考にし、被雇用

者に事前に通知しなけれ ばならない。

使用者は，労働者の意見を聞いた後に，年次有給

休暇の日程表を規定して，労働者がそれを知るこ

とができるように事前通知する責任を有する。

労働者は，年次有給休暇を多数回に分けて，又は

最大で 3 年分をまとめて 1 回 で取得することを

使用者と合意することができる。
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有給休暇に関する規定（2/2）

2.3 有給休暇の買取

旧労働法114条1項 新労働法113条3項

買取り

の条件

退職、失業もしくは、その他の理由で、年

次有給休暇を全て消化していない場合、未

消化の有給について賃金での精算が可能。

退職、失業により、年次有給休暇を全て消化していない場合、未

消化の有給について賃金での精算が可能

買取り

の可否

就業規則等に未消化の有給休暇を生産する

事を、記載しておくことで、買取が可能。

→ その他の理由が削除されたことで、在籍中の有給休暇の買取

はできない、と解する

→ 2021年5月21日のホーチミン市労働連合のOL344/LDLD-TC

でも、有給休暇の買取は、労働法113条3項の場合のみ実行

できるとしている

CITの取

扱い

労働契約書に記載することで、損金算入可

能と解する。

2021年2月9日付のハノイ税務局のOL5169では、在籍中の未消化

有休の買い取りが労働法に準拠している場合のみ、損金として算

入可能としている。

2021 年7月22 日付のハイフォン省税務局のOL1814/CTHPH-TTHT、

バクニン省税務局の 2022年1月4 日付のOL05/CTBNI-TTHT)による

と、在職中に従業員に対する未使用の有給休暇の支払いは、労働

法準拠せず損金に算入できないとしている。

新旧労働法における有給休暇の買取及び、CIT上の取扱いは以下のとおり
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残業時間の上限に関する規定

2.4 残業時間規制

2019年労働法107条
（2021年1月1日より有効）

2022年3月23日付国会常務委員会決議
17/2022/UBTVQ15

(国会が実施期間を延長しない限り、
2022年4月1日から12月31日まで有効）

残業の

上限

1日の通常労働時間の50％を超えない

1ヶ月で40時間を超えない

1年間で200時間を超えない

労働者が同意する事を条件に、以下のとおり延長す

ることを認める

1か月で60時間を超えない

1年間で300時間を超えない

例外

決められた業種については、省人民委

員会傘下の専門労働機関に届出ること

で、1年間で300時間を超えない範囲ま

で時間外労働が可能

業種は問わない

ただし、未成年者、身体障害者、重労働者、妊婦、

幼少養育者は対象外

労働法等における残業時間の制限に関する規定は以下のとおり
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税務上の取扱い

2.4 残業時間規制

法定内(年間300時間以下) 法定を超える部分

CIT

本給部分 損金算入可能 損金不算入

割増し部分 損金算入可能 損金不算入

PIT

本給部分 課税対象 課税対象

割増し部分 非課税 課税対象※

労働法等における残業時間の制限に関する現行の規定は以下のとおり

※ PITの取扱い

平日残業を行った場合（150％）

仮に時間給@40,000VNDとした場合、一時間当たり＠40,000（本給）＋@20,000（割増し部分）

＝@60,000となり、法定内であれば＠20,000（割増し部分）は、非課税となるが、法定時間を超え

ると課税扱い（PITの課税所得に算入）となる
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2.5 派遣労働者の使用

現行労働法52条において「労働派遣活動は、条件付経営分野，業種であり，企業が労働派遣活動許可 書

を有する場合のみに実施でき，一定の業務に対してのみ適用される 」とされている。

2020年12月14日付政令145/2020/ND-CPに派遣労働者の使用が可能な業者がリスト化され、2022年1月

17日付の政令12（No.12/2020/ND-CP）において、違反した場合は、40M～50Mの罰金が課され、派遣会

社は、営業許可を剥奪されることとされている。法人税法上損金不算入のリスクがあることに注意が必要。

No. 業種

1 通訳/コンパイル/ショートグラム

2 秘書/管理アシスタント

3 受付

4 ツアーガイド

5 セールスサポート

6 プロジェクトサポート

7 生産機械システムのプログラミング

8 テレビ及び電気通信機器の製造、設置

9 建設機械・発電システムの運転・点検・修理

10 建物及び工場の清掃・消毒

No. 業種

11 ドキュメント編集

12 ボディーガード/ガード

13 電話でのマーケティング/カスタマーケア

14 財政および税の問題の処理

15 車の修理/動作確認

16 スキャン、インダストリアルエンジニアリング/室内装
飾の描画

17 運転者

18 船内での管理、運用、保守、サービス

19 石油およびガスリグの管理、監督、運用、修理、保守
、およびサービス

20 パイロット、航空機でのサービス/航空機および航空機
機器の保守と修理/スケジュール、飛行操作/飛行監督
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参考 不正関連ニュース①

麻薬を混入させたチョコレート「チルマックス(Chill Max)」が、

ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)で堂々と販売され、

これを口にした多くの人が入院したという。ハノイ市警察が22日

に明らかにした。

第2中央熱帯病病院は5月下旬、無気力や呼吸困難などの症状を

訴える患者5人を受け入れた。患者らによると、あるチョコレート

を食べてから20分ほど経ったころに、不安感や息切れの症状が出

て、やがて意識を失ってしまったという。

病院からの通報を受け、ハノイ市ドンアイン郡警察は捜査に乗り出した。鑑定の結果、チョコレートに

麻薬物質の1つで幻覚作用を持つ「ADB-BUTINACA」が混入していたことが確認された。

同市では以前にもチョコレートを装った麻薬が闇市場で売られていたことがある。

問題の「チョコレート」は、学生の間で普及する恐れがあるため、警察は捜査対象を拡大するとともに、

保護者に対して子供のおやつなどを監視するよう勧告している。

https://www.viet-jo.com/home/province.php?id=1&name=%E3%83%8F%E3%83%8E%E3%82%A4%E5%B8%82
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名探偵コナンに登場する主人公のライバルキャラクター「怪盗

キッド(Kaito Kid)」のフェイスブック(Facebook)ファンページが、

7月上旬に行われた高校卒業 兼 大学入試試験(国家統一試験)の国語

試験の内容を予想して的中させた出来事について、公安省は捜査の

上、試験問題の漏えいはなかったと結論付けた。ただし、公安省は

ファンページの管理者に対し、行政処分を科す方針を示した。

これは教育訓練省品質管理局が明らかにしたもの。同局の発表によると、行政処分を受けるのは、

ホーチミン市内の大学に在籍中の大学生3人。この3人は趣味で同ファンページを管理・運営していた。

3人は、独自の分析とネット民の投票結果をもとに出題内容を予想。噂されていたような教育機関に対

するハッキングや問題用紙を盗み出すといった行為は確認されなかった。

参考 不正関連ニュース②

https://www.viet-jo.com/home/province.php?id=5&name=%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%81%E3%83%9F%E3%83%B3%E5%B8%82
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しかし、当局は今回の出来事が試験問題の漏えい疑惑に繋がり、巷を騒がせたことを重く見ている。3

人の行為は、試験の安全確保にマイナスの影響を及ぼし、郵便・通信および情報通信(IT)分野における行

政違反の処分を規定する政令第15号/2020/ND-CPに抵触したとされ、公安省は大学および地元当局と協

力し、大学生らを処分する方針。

「怪盗キッド」のファンページを運営する大学生らは、国家統一試験の前日、「マジックショーは終わ

りだ。明日の国語の入試課題は、作家グエン・ミン・チャウ著の『遠くの船』だ。みんなの健闘を祈る

よ」と投稿。翌日行われた国語の試験では、まさに『遠くの船』が課題となっており、見事に予想を的中

させた。

「怪盗キッド」が国家統一試験の入試内容を言い当てるのは、これが初めてではなく、2020年と2021

年にも国語入試の内容を的中させており、受験生たちの救世主となっていた。以前の投稿で「マジックで

問題用紙をのぞいた」とコメントしたことがあり、その的中率の高さから、教育機関のシステムに潜入し

て本物の怪盗さながらに問題用紙を盗み出したのではとの疑惑が持ち上がっていた。

参考 不正関連ニュース②
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ベトナム人民軍の軍医学院と地場ベトアー・テクノロジー・コー

ポレーション(Viet A Technology Corporation、ホーチミン市)から成る

コンソーシアムによる新型コロナウイルス検査キットの研究開発

(R&D)、評価、流通認可、価格設定、購買調達に関する汚職事件で、

南中部沿岸地方ダナン市保健局傘下の疾病管制センター(CDCダナ

ン)のトン・タット・タイン所長(男・58歳)が20日、同市警察によっ

て逮捕された。

タイン容疑者は刑事法第353条に抵触し、公的資産横領容疑で捜査を受けることになっている。

CDCダナンの別の幹部2人も同事件に関与して同じ容疑をかけられ、このうち1人が逮捕、1人が在宅起

訴された。

ダナン市警察の捜査結果によると、容疑者らは新型コロナウイルス検査キットを調達する際、ベト

アーと結託して帳簿を粉飾するなどして国から41億VND(約2400万円)を横領していたとされる。

警察は同事件を巡り、裏付け捜査を進めている。

参考 不正関連ニュース③
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ベトナム商工連盟(VCCI)はこのほど、国連開発計画(UNDP)のベト

ナム事務所と協力して、ベトナム公正性指数「ベトナム・ビジネ

ス・インテグリティ・インデックス(Vietnam Business Integrity Index

＝VBII)」を初めて発表した。

同指数は、◇企業の文化、◇ビジネスマナー、◇コミュニケー

ション、◇法令遵守などの7つの指標に基づいて企業の誠実性を評

価するもの。

ベトナムは、世界各国の汚職を監視している非政府組織(NGO)のトランスペアレンシー・インターナ

ショナル(Transparency International＝TI)による世界腐敗認識指数(CPI)のランクが上がった数少ない国の1つ

だが、特定の分野では依然として汚職が発生しやすいのが現状だ。質の高い投資の誘致に向けて、透明性

を向上させることが重要となっている。

UNDPベトナム事務所のパトリック・ハバーマン(Patrick Haverman)副所長は、VBII指数がベトナムの国家

ブランド向上に加え、ベトナムでのビジネス環境に対する海外投資家の信頼を高めるだろうと述べた。

参考 不正関連ニュース④
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参考 不正関連ニュース④

ベトナム公正性指数 (Vietnam Business Integrity Index＝VBII)
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▪ ベトナム日本商工会等において、
ベトナムに関する会計・税務各種

のセミナー講師を務める

▪ 公認会計士（日本）

▪ CISA（公認情報システム監査人）

Deloitte Vietnam
ディレクター
日系企業担当

日本国公認会計士

Deloitte Vietnam
シニア
日系企業担当

▪ 2008年 監査法人トーマツ（現 有
限責任監査法人トーマツ）大阪事

務所に入社
その後、主として製造業、運輸業

への会計監査、J-SOX、新収益認識
会計基準導入支援等のプロフェッ

ショナルサービス業務に従事

▪ 2021年12月より、デロイトベトナ

ム・ハノイ事務所に駐在中

▪ ベトナムにおいて、日系企業に対
する会計・監査・税務及びアドバ

イザリー業務を提供するとともに

、各種セミナー講師も担当

▪ 日本国公認会計士

Deloitte Vietnam
シニアマネジャー
日系企業担当

日本国公認会計士

▪ 2019年9月立命館アジア太平洋大

学卒業（国際経営学部）

▪ 2019年10月日本において商社に
勤務

▪ 2021年3月より、デロイトベトナ

ム・ハノイ事務所に勤務

▪ 対応言語：ベトナム語、日本語、

英語

Deloitte Vietnam
シニア
日系企業担当

▪ 2019年6月Ha Noi大学日本語学部

卒業

▪ 2022年3月法政大学 大学 院 人文科
学研究科日本学専攻卒業

▪ 2022年6月より、デロイトベトナ

ム・ハノイ事務所に勤務

▪ 対応言語：ベトナム語、日本語、

英語
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ホーチミンオフィス

高石 元（Gen Takaishi）
gtakaishi@deloitte.com
+84 913 929 300

山本 裕矢（Yamamoto Yuya）
yyamamoto2@deloitte.com
+84 963 933 205 

リェン レー（Lien Le）
lienle@deloitte.com
+84 973 396 133

フオン グエン（Phuong  Nguyen)
phuongung@deloitte.com
+84 935 749 134

▪ ベトナムに進出する日系企業に対

する会計・監査・税務及びアドバ

イザリー業務につき18年超の経験

を有する。

▪ 2002年6月にデロイトアジアパシ

フィックに入所、同年9月よりベト
ナムホーチミン市での赴任を開始

（至現在）

▪ 日本において、ベトナム会計基準

や税法に関する日本語での書籍の

執筆及びニュースレターの発行を

行う。

▪ 日本・ベトナムにおいて、ベトナ

ムに関する会計・税務セミナー講

師をつとめる。

▪ 2014年 有限責任監査法人トーマ

ツ 大阪事務所に入社

▪ その後、主として製造業、運輸業

への会計監査、J-SOX監査等の監
査業務に従事する他、新収益認識

会計基準導入支援、ESG・気候変
動・サステナビリティの観点を踏

まえた企業開示に関するアドバイ

ザリー業務に関与

▪ 2022年10月より、デロイトベト

ナム・ホーチミン事務所に駐在中

▪ ベトナムにおいて、日系企業に対

する会計・監査・税務及びアドバ

イザリー業務を提供するとともに

、各種セミナー講師も担当

▪ 日本国公認会計士

Deloitte Vietnam
アソシエイト
日系企業担当

Deloitte Vietnam
シニア
日系企業担当

▪ 2011年9月ホーチミン市人文社会

科学大学日本語学部卒業。

▪ 2019年11月より、デロイトベトナ
ム・ホーチミン事務所に勤務。

▪ 対応言語：ベトナム語、日本語、

英語

▪ 2020年9月、フエ大学外国語大学卒

業（日本語日本文化学部）

▪ 2021年3月より、日本商社に勤務。

▪ 2021年7月より、デロイトベトナム

のホーチミン事務所に勤務。

▪ 対応言語：日本語、英語、ベトナ

ム語

Deloitte Vietnam
ディレクター

日系企業担当リーダー

米国公認会計士
ベトナム国公認会計士

Deloitte Vietnam

シニアマネジャー
日系企業担当

日本国公認会計士
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